
 

 

公文書開示に係る不適切な情報の取扱いについて 

 

 公文書開示事務において、文書データの取扱いが不適切な事案が発生したので、報告い

たします。 

当該事実を確認の上、必要な措置を講じました。今後、このようなことがないよう情報

管理を徹底いたします。 

  

１ 概要 

公文書開示請求をうけ、文化振興課が部分開示決定をおこなった文書（ＣＤ－Ｒによ

り開示）について、データの加工・処理プロセスに不十分な点があり、非開示とした個人

情報（住所・生年月日・印影･口座情報、事業者の法人代表印の印影等）のマスキングが

解除しうる状態であったことが判明したもの。 

 

２ 端緒及び関係者への対応  

（１）１１月８日（月）夜、担当者が過去の開示対象データを確認した際に、非開示とし

た個人情報（住所・生年月日・印影･口座情報、事業者の法人代表印の印影等）のマ

スキングが解除しうる状態であることが判明。 

（２）１１月１０日（水）速やかに、対象となる個人情報について特定し、該当者に状況

説明の上、謝罪。 

（３）１１月１１日（木）以降、文書開示請求者に連絡をとり、１１月２６日（金）に対

象データファイルを適正な処理を施したデータと差し替えるとともに、当該データの

保存が他にないことを確認。 

 

３ 発生原因 

印刷した文書のみで内容確認を行い、データの状態での確認が不十分であったため。 

※非開示部分に施したマスキング加工を解除できないよう処理すべきところ、処理工

程が不足していたため。 

 

 

４ 再発防止策 

開示対象文書の特定･加工に当たっては、複数人でデータも含めて内容確認を徹底する

とともに、データ加工の作業プロセスをチェックリスト化して情報管理を強化する。 
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